
千葉市内に水質汚濁防止法に定める特定施設・指定施設・貯油施設等をお持ちの事業者の皆様 

事故が発生した時は速やかに 
市に通報してください 

 事故が起きてしまった場合、被害が広がらないよう、直ちに応急措置を

とり、事故の概要等について通報してください。  

１ 対象となる事故 

（１）特定事業場①で発生した事故により、有害物質②を含む水又は水質汚濁防止法第 

   ２条第２項第２号に規定する項目③について排水基準に適合しないおそれのあ 

   る水を公共用水域へ排出するか、又は有害物質を含む水を地下浸透させた場合。 

（２）指定事業場④で発生した事故により、有害物質又は指定物質⑤を含む水を公共用 

   水域へ排出するか又は地下浸透させた場合。 

（３）貯油施設等⑥を設置する事業場で発生した事故により、油を含む水を公共用水 

   域へ排出するか又は地下浸透させた場合。 
 
２ 応急の措置 

  １に掲げる事故が起きてしまった場合、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質 

 又は油を含む水の排出や地下浸透、もしくは水質汚濁防止法第２条第２項第２号に 

 規定する項目について排水基準に適合しない水の排出を防止するための応急措置を 

 講じてください。 
 
３ 通報及び届出 

  事故に係る通報を行うとともに、発生した事故により人の健康又は生活環境に係 

 る被害が生ずるおそれがあるときは、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届 

 け出なければなりません。 

①特定事業場 … 特定施設や指定地域特定施設を設置する工場又は事業場 
 
②有害物質  … カドミウムその他の人の健康に被害を生ずるおそれがある物質 

         （全２８項目、裏面参照） 
 
③水質汚濁防止法第２条第２項第２号に規定する項目 

       … 生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の物質又は項目 

         （全１３項目、裏面参照） 

④指定事業場 … 有害物質を貯蔵し、もしくは使用し、又は指定物質⑤を製造・貯蔵・使用もしくは 

         処理する施設（指定施設）を設置する工場又は事業場 
 
⑤指定物質  … 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油(以下「油」という)及び有害 

         物質以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康もしく 

         は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質（全５６項目、裏面参照） 
 
⑥貯油施設等 … 油を貯蔵する貯油施設又は、油を含む水を処理する油水分離施設 

用 語 解 説 

お問い合わせ 千葉市役所 環境局 環境保全部 環境規制課 水質・土壌班 

TEL：043-245-5194 FAX：043-245-5581 E-mail：kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp  



有 害 物 質 （ ２ ８ 項 目 ） 

カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 

六価クロム化合物 砒素及びその化合物 
水銀及びアルキル水銀 
その他の水銀化合物 

ポリ塩化ビフェニル 
（ＰＣＢ） 

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 

1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン 

チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 
ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物， 

亜硝酸化合物 
及び硝酸化合物 

塩化ビニルモノマー 1,4-ジオキサン 

水質汚濁防止法施行令第２条 

水質汚濁防止法施行令第３条の３ 

水 質 汚 濁 防 止 法 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 項 目 （ 1 3 項 目 ）  

ｐＨ ＢＯＤ又はＣＯＤ ＳＳ ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 

フェノール類 銅 亜鉛 溶解性鉄 

溶解性マンガン 全クロム 大腸菌群数 全窒素 

全りん 

水質汚濁防止法施行令第３条 

指 定 物 質 （ ５ ６ 項 目 ） 

ホルムアルデヒド ヒドラジン ヒドロキシルアミン 過酸化水素 

塩化水素 水酸化ナトリウム アクリロニトリル 水酸化カリウム 

アクリルアミド アクリル酸 次亜塩素酸ナトリウム 二硫化炭素 

酢酸エチル  ﾒﾁﾙ - ﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 硫酸 ホスゲン 

1,2-ジクロロプロパン クロルスルホン酸 塩化チオニル クロロホルム 

硫酸ジメチル クロルピクリン ジクロルボス オキシデプロホス 

トルエン エピクロロヒドリン スチレン キシレン 

パラ-ジクロロベンゼン フエノブカルブ プロピサミド クロロタロニル 

フエニトロチオン イプロベンホス イソプロチオラン ダイアジノン 

イソキサチオン クロルニトロフエン クロルピリホス ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 

アラニカルブ クロルデン 臭素 アルミニウム及びその化合物 

ニツケル及びその化合物 モリブデン及びその化合物 アンチモン及びその化合物 塩素酸及びその塩 

臭素酸及びその塩 
クロム及びその化合物 

(6価クロム化合物を除く) 
マンガン及びその化合物 鉄及びその化合物 

銅及びその化合物 亜鉛及びその化合物 フエノール類及びその化合物 ヘキサメチレンテトラミン 


